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冤
罪
の
定
義
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

二
〇
〇
九
年
十
月
、
法
務
省
に
お
い
て
、
同
省
政
務
三
役
を
中
心
と
す
る
取
調
べ
の
可
視
化
に
関
す
る
省
内
勉
強
会
が
設
置

さ
れ
、
そ
の
最
終
報
告
（
以
下
、
「
最
終
報
告
」
と
す
る
。
）
が
本
年
八
月
八
日
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
版
の
「
第

二

被
疑
者
取
調
べ
の
可
視
化
の
在
り
方
（
検
討
結
果
）
」
と
い
う
部
分
の
中
で
、

「
一

可
視
化
の
目
的
等

〇
え
ん
罪
を
防
ぐ
な
ど
の
観
点
か
ら
、
取
調
べ
の
状
況
を
客
観
的
に
記
録
し
、
公
判
で
自
白
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
争
い
が
生

じ
た
場
合
に
、
そ
の
客
観
的
な
記
録
に
よ
る
的
確
な
判
断
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
、
可
視
化
の
中
核
的
な
目
的
と
す
べ
き
で
あ

る
。
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
九
第
六
七
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
あ
る
人
物
へ
の
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
も
の
の
、
そ
の
人
物
は
真
犯
人
で
は
な
く
、
無
罪
が
確
定

し
た
事
例
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
承
知
し
、
把
握
し
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
た
い
等
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
一
九
号
）
一
に
つ
い
て
及
び
先

の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
三
九
号
）
一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、

一



法
務
省
が
本
年
八
月
八
日
に
公
表
し
た
『
取
調
べ
の
可
視
化
に
関
す
る
法
務
省
勉
強
会
の
検
討
結
果
（
概
要
）
』
に
お
け
る

『
え
ん
罪
』
と
い
う
用
語
は
、
真
犯
人
で
は
な
い
者
に
対
す
る
有
罪
判
決
が
確
定
す
る
な
ど
の
事
態
を
念
頭
に
置
き
、
被
疑

者
の
取
調
べ
状
況
を
録
音
・
録
画
の
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
制
度
の
目
的
に
関
し
、
い
や
し
く
も
真
犯
人
で
は
な
い
者
に
対

す
る
有
罪
判
決
が
確
定
す
る
な
ど
の
事
態
を
生
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
表
す
た
め
に
用
い
た
も
の
で

あ
っ
て
、
過
去
の
個
別
具
体
的
な
事
件
を
想
定
し
て
用
い
た
も
の
で
は
な
く
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
各
事
件
を
含

め
、
過
去
の
個
別
具
体
的
な
事
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
『
え
ん
罪
』
に
当
た
る
か
否
か
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
「
真
犯
人
」
の
定
義
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

二

強
姦
な
ど
の
疑
い
で
富
山
県
警
に
誤
認
逮
捕
さ
れ
、
二
年
あ
ま
り
服
役
し
た
柳
原
浩
氏
の
再
審
判
決
公
判
が
二
〇
〇
七
年

十
月
十
日
、
富
山
地
裁
高
岡
支
部
で
行
わ
れ
、
藤
田
敏
裁
判
長
は
柳
原
氏
に
無
罪
を
言
い
渡
し
、
柳
原
氏
の
無
罪
が
確
定
し

た
。
右
の
事
件
に
つ
い
て
、
政
府
は
一
連
の
経
緯
を
把
握
し
て
い
る
か
。

三

二
の
事
件
に
お
い
て
、
柳
原
氏
は
一
の
「
真
犯
人
」
に
該
当
す
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

二
の
事
件
に
お
い
て
、
柳
原
氏
に
一
度
は
有
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

五

一
九
九
〇
年
、
栃
木
県
足
利
市
で
当
時
四
歳
の
女
児
が
殺
害
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
足
利
事
件
で
容
疑
者
と
さ
れ
、
無
期
懲
役

二



が
確
定
し
、
服
役
中
だ
っ
た
菅
家
利
和
氏
が
、
女
児
の
下
着
に
付
着
し
て
い
た
体
液
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
が
菅
家
氏
の
も
の
と
は
一

致
し
な
い
と
の
鑑
定
結
果
が
出
た
こ
と
を
受
け
、
一
昨
年
六
月
四
日
、
千
葉
刑
務
所
か
ら
釈
放
さ
れ
、
そ
の
後
無
罪
が
確
定

し
た
。
右
の
事
件
に
つ
い
て
、
政
府
は
一
連
の
経
緯
を
把
握
し
て
い
る
か
。

六

五
の
事
件
に
お
い
て
、
菅
家
氏
は
一
の
「
真
犯
人
」
に
該
当
す
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

七

五
の
事
件
に
お
い
て
、
菅
家
氏
に
一
度
は
有
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

八

一
九
六
七
年
八
月
、
茨
城
県
利
根
町
布
川
の
男
性
が
殺
害
さ
れ
た
件
に
つ
き
、
茨
城
県
警
は
別
件
で
逮
捕
し
て
い
た
桜
井

昌
司
氏
と
杉
山
卓
男
氏
を
同
事
件
の
容
疑
者
と
し
て
再
逮
捕
し
た
。
一
九
七
〇
年
、
水
戸
地
方
裁
判
所
土
浦
支
部
に
よ
り
無

期
懲
役
の
判
決
を
下
さ
れ
、
ま
た
七
八
年
に
は
最
高
裁
判
所
に
よ
り
上
告
が
棄
却
さ
れ
、
二
人
は
刑
に
服
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
も
の
の
、
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
再
審
公
判
が
始
ま
り
、
本
年
五
月
二
十
四
日
、
同
支
部
は
、
桜
井
氏
、
杉
山

氏
が
犯
人
と
証
明
す
る
証
拠
は
存
在
し
な
い
と
し
て
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
六
月
七
日
、
水
戸
地
方
検
察
庁
は
控
訴
を

断
念
し
、
二
人
の
無
罪
が
確
定
し
た
。
右
の
桜
井
氏
、
杉
山
氏
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
政
府
は
そ
の
一
連
の
経
過
を
承

知
し
て
い
る
か
。

九

八
の
事
件
に
お
い
て
、
桜
井
氏
、
杉
山
氏
は
、
一
の
「
真
犯
人
」
に
該
当
す
る
か
。

三



十

八
の
事
件
に
お
い
て
、
桜
井
氏
、
杉
山
氏
に
一
度
は
有
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

十
一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
各
事
件
を
含
め
、
過
去
の
個
別
具
体
的
な
事
件
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
『
え
ん
罪
』
に
当
た
る
か
否
か
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
最
終
報

告
」
で
は
「
え
ん
罪
」
に
つ
い
て
、
「
真
犯
人
で
は
な
い
者
に
対
す
る
有
罪
判
決
が
確
定
す
る
な
ど
の
事
態
」
と
、
具
体
的

な
定
義
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
過
去
の
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
右
の
「
え
ん
罪
」
の
定
義
に
該
当
す
る
か

否
か
を
答
弁
す
る
こ
と
は
、
そ
の
客
観
的
な
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
十
分
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
右

が
で
き
な
い
と
す
る
理
由
は
何
か
。
再
度
質
問
す
る
。

右
質
問
す
る
。

四


